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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体に対し記録を行う記録手段を備えた装置本体と、
　前記装置本体の上面に着脱可能に設けられ、装着状態において前記装置本体の上面の一
部を成すバッテリーと、を備え、
前記バッテリーは、前記上面と、前記装置本体の周囲を構成する一の側面とが成す角部に
形成された切欠き部に設けられ、
　前記切り欠き部において前記バッテリーと対向する面を形成するフレームが、少なくと
も前記上面および前記一の側面を形成するフレームと別部材である、ことを特徴とする記
録装置。
【請求項２】
　媒体に対し記録を行う記録手段を備えた装置本体と、
　前記装置本体の上面に着脱可能に設けられ、装着状態において前記装置本体の上面の一
部を成すバッテリーと、
　前記バッテリーにより前記媒体の給紙を行う第１駆動モーターと、前記媒体の搬送を行
う第２駆動モーターと、を備え、
　前記バッテリーは、前記上面と、前記装置本体の周囲を構成する一の側面とが成す角部
に形成された切欠き部に設けられ、前記第１駆動モーターと第２駆動モーターの間に配置
される、ことを特徴とする記録装置。
【請求項３】
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媒体に対し記録を行う記録手段を備えた装置本体と、
　前記装置本体の上面に着脱可能に設けられ、装着状態において前記装置本体の上面の一
部を成すバッテリーと、
　前記記録手段のメンタナンス時のインクを回収する貯留部と、が設けられ、
　前記バッテリーは、前記上面と、前記装置本体の周囲を構成する一の側面とが成す角部
に形成された切欠き部に設けられ、
　前記貯留部は、前記バッテリーの下方に位置することを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３に記載の記録装置において、給送前の媒体の少なくとも一部を支
持する、媒体給送方向に向かって下がり傾斜状を成す媒体支持部と、
　前記媒体支持部に載置した前記媒体を供給する媒体供給部を備え、
　前記記録手段と前記バッテリーとの間に前記媒体供給部が配置される、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の記録装置において、複数の電子部品が実装された回路基板を備え、
　前記複数の電子部品のうち少なくとも一部が、前記媒体供給部と前記バッテリーとの間
に位置する、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の記録装置において、
　前記回路基板は、前記バッテリーの下側に、前記バッテリーの下面に沿った姿勢で配置
され、
　前記回路基板は、前記バッテリーの下側から前記記録ヘッドの側に向かって延びる大き
さを成し、
　前記複数の電子部品のうち前記回路基板から上方に所定量以上突出する電子部品が、前
記回路基板の平面方向において前記バッテリーの下側を避けた位置で、装置高さ方向にお
ける占有領域が前記バッテリーの占有領域と重なる様に配置されている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の記録装置において、給送前の媒体の少なくとも一部を支持する、媒体
給送方向に向かって下がり傾斜状を成す媒体支持部を備え、
　前記回路基板から所定量以上突出する電子部品が、前記媒体支持部の下側に形成された
領域に配置されている、
ことを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファクシミリやプリンター等に代表される記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラやノート型パーソナルコンピューター等の携帯性を備えた電子機器には
、機器本体に対してバッテリーが着脱自在に取り付けられる。ファクリミリやプリンター
等に代表される記録装置においても、バッテリーを有し、且つ小型・軽量で、携帯性を備
えたものが出回っている。特許文献１及び２に示すプリンターは、その一例である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３６００１７３号公報
【特許文献２】特許第４３８７６５１号公報
【発明の概要】



(3) JP 6201372 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１、２に記載のプリンターはいずれも、バッテリー取付面が機器背面の全体に
渡って設定されており、即ちバッテリーの着脱操作を機器背面側から行うことを前提とし
て設計されている。従ってバッテリーの着脱作業時には、ユーザーはバッテリー取付面を
視認する為にプリンター背面が手前を向くように、設置の向きを変える必要がある。即ち
、印刷時の機器の向きとバッテリー着脱作業時の機器の向きが異なる為、必ずしも操作性
が良好とは言えなかった。
【０００５】
　加えて、特許文献１、２記載のプリンターのいずれも、バッテリー装着によって当該バ
ッテリーを含めた装置全体の容積が機器背面側に増大する。このため、携帯性を備えた機
器として携帯性に劣るという問題があった。　
　そこで本発明はこの様な状況に鑑みなされたものであり、その目的は、バッテリー着脱
作業をより一層容易に行うことができ、更にはより小型化されて携帯性の向上した記録装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する為の、本発明の第１の態様に係る記録装置は、媒体に対し記録を行
う記録手段を備えた装置本体と、前記記録手段により記録の行われた媒体を排出する排出
手段と、前記装置本体の上面に着脱可能に設けられ、装着状態において前記装置本体の上
面の一部を成すバッテリーとを備えたことを特徴とする。
【０００７】
　本態様によれば、着脱可能なバッテリーは装置本体の上面に着脱可能に設けられ、装着
状態において前記装置本体の上面の一部を成すので、機器を上側から視認することで、バ
ッテリー取付部位を視認することができ、バッテリー着脱作業をより一層容易に行うこと
ができる。
【０００８】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、給送前の媒体の少なくとも一部を支持す
る、媒体給送方向に向かって下がり傾斜状を成す媒体支持部を備え、前記記録手段と前記
バッテリーとの間に前記媒体支持部が配置されることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第３の態様は、第２の態様において、複数の電子部品が実装された回路基板を
備え、前記複数の電子部品のうち少なくとも一部が、前記媒体支持部と前記バッテリーと
の間に位置することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第４の態様は、第１の態様において、前記装置本体は、複数の電子部品が実装
された回路基板を備え、前記回路基板は、前記バッテリーの下側に、前記バッテリーの下
面に沿った姿勢で配置され、前記回路基板は、前記バッテリーの下側から前記記録ヘッド
の側に向かって延びる大きさを成し、前記複数の電子部品のうち前記回路基板から上方に
所定量以上突出する電子部品が、前記回路基板の平面方向において前記バッテリーの下側
を避けた位置で、装置高さ方向における占有領域が前記バッテリーの占有領域と重なる様
に配置されていることを特徴とする。
【００１１】
　本態様によれば、前記複数の電子部品のうち前記回路基板から上方に所定量以上突出す
る電子部品が、前記回路基板の平面方向において前記バッテリーの下側を避けた位置で、
装置高さ方向における占有領域が前記バッテリーの占有領域と重なる様に配置されている
ので、前記回路基板において所定量以上突出する電子部品を、効率的に配置することがで
き、装置の高さ寸法が大きくなることを抑制できる。
【００１２】
　本発明の第５の態様は、第４の態様において、給送前の媒体の少なくとも一部を支持す
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る、媒体給送方向に向かって下がり傾斜状を成す媒体支持部を備え、前記回路基板から所
定量以上突出する電子部品が、前記媒体支持部の下側に形成された領域に配置されている
ことを特徴とする。
【００１３】
　本態様によれば、給送前の媒体の少なくとも一部を支持する媒体支持部は、媒体給送方
向に向かって下がり傾斜状を成すので、当該媒体支持部の下側には空き領域が生まれる。
そしてこの空き領域に、前記回路基板から所定量以上突出する電子部品が配置されるので
、前記空き領域を有効利用することで、装置全体の小型化に寄与することができる。
【００１４】
　本発明の第６の態様は、第１から５の態様のいずれかにおいて、前記バッテリーは、前
記上面と、前記装置本体の周囲を構成する一の側面とが成す角部に形成され、前記切り欠
き部において前記バッテリーと対向する面を形成するフレームが、少なくとも前記装置本
体の上面及び前記第２面を形成するフレームと別部材であることを特徴とする。
【００１５】
　本態様によれば、前記切り欠き部において前記バッテリーと対向する面を形成するフレ
ームが、少なくとも前記装置本体の上面及び前記第２面を形成するフレームと別部材であ
るので、前記バッテリーの下側に配置された前記回路基板及びその周囲にアクセスするこ
とが容易となり、前記回路基板まわりの配線作業を行うに際して作業性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係るプリンターの斜視図。
【図２】本発明に係るプリンターにおけるカバーを開いた状態を示す斜視図。
【図３】本発明に係るプリンターの側断面図。
【図４】本発明に係るプリンターの背面側を示す斜視図（バッテリー取り付け状態）。
【図５】本発明に係るプリンターの背面側を示す斜視図（バッテリー取り外し状態）。
【図６】本発明に係るプリンターの装置本体から切り欠き部を構成するフレームを取り外
した状態を示す斜視図。
【図７】本発明に係るプリンターの装置本体の内部構造を示す斜視図。
【図８】本発明に係るプリンターの装置本体の内部構造を示す平面図。
【図９】本発明に係るプリンターの装置本体の内部構造を下方側から示した斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施例において同一の構
成については、同一の符号を付し、最初の実施例においてのみ説明し、以後の実施例にお
いてはその構成の説明を省略する。
【００１８】
　図１は本実施例に係るプリンターの斜視図であり、図２は本実施例に係るプリンターに
おけるカバーを開いた状態を示す斜視図であり、図３は本発明に係るプリンターの側断面
図であり、図４は本発明に係るプリンターの背面側を示す斜視図（バッテリー取り付け状
態）であり、図５は本発明に係るプリンターの背面側を示す斜視図（バッテリー取り外し
状態）である。
【００１９】
　図６は本発明に係るプリンターの装置本体から切り欠き部を構成するフレームを取り外
した状態を示す斜視図であり、図７は本発明に係るプリンターの装置本体の内部構造を示
す斜視図であり、図８は本実施例に係るプリンターの装置本体の内部構造を示す平面図で
あり、図９は本実施例に係るプリンターの装置本体の内部構造を下方側から示した斜視図
である。
【００２０】
　尚、各図において示すＸ－Ｙ－Ｚ座標系はＸ方向が記録ヘッドの走査方向、Ｙ方向が記
録装置の奥行き方向、Ｚ方向が記録ヘッドと媒体との間の距離（ギャップ）の変化する方
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向すなわち装置高さ方向を示している。尚、各図において－Ｙ方向を装置前面側とし、＋
Ｙ方向側を装置背面側とする。
【００２１】
　また、本明細書においてプリンター１０の周囲を構成する側面のうち図１における装置
前面（－Ｙ方向側）を「第１面」とし、装置背面（＋Ｙ方向側）を「第２面」とし、装置
右側面（－Ｘ方向側）を「第３面」とし、装置左側面（＋Ｘ方向側）を「第４面」とする
。さらにＸ軸方向を「第１の方向」とし、Ｙ軸方向を「第２の方向」とする。
【００２２】
■■■記録装置の概要■■■■■■■■■■■■■■■■■　
　図１及び図２を参照しつつプリンター１０の全体構成について概説する。プリンター１
０は、装置本体１２と、媒体供給部カバー１６と、記録部保護カバー１８（図２参照）と
、排出部カバー２０と、操作部２２（図２参照）と、バッテリー２４と、を備えている。
尚、バッテリー２４については後ほど詳説する。
【００２３】
　また、装置本体１２の上面１２ａには、媒体供給部カバー１６が設けられている。媒体
供給部カバー１６は、装置本体１２の上面１２ａに回動可能に取り付けられている。媒体
供給部カバー１６は、装置本体１２に対して開いた状態（図２参照）と、閉じた状態（図
１参照）とを取り得る。媒体供給部カバー１６は装置本体１２に対して閉じた状態にある
場合、装置本体１２の上面１２ａとともにプリンター１０の上面を構成する。
【００２４】
　また、媒体供給部カバー１６は装置本体１２に対して開いた状態（図２参照）にある場
合、プリンター１０の背面側（＋Ｙ方向側）に傾斜した状態となる。この状態において、
媒体供給部カバー１６の裏面は、媒体の載置面１６ａとして機能する。
【００２５】
　また、媒体供給部カバー１６が装置本体１２に対して開いた状態にある場合、装置本体
１２の後述する媒体供給部２６の媒体開口部２８はプリンター１０の上方に対して開いた
状態となる。このため、媒体供給部２６は、載置面１６ａに載置された媒体を後述する給
送経路に給送可能となる。また、媒体開口部２８には、プリンター１０の幅方向（Ｘ軸方
向）に接離移動可能に構成された一対の媒体ガイド３０が設けられている。一対の媒体ガ
イド３０は、媒体の幅方向における両端を拘束し、装置幅方向における媒体の位置を規定
する。
【００２６】
　また、媒体供給部カバー１６が装置本体１２に対して開いた状態にある場合、プリンタ
ー１０の上面において記録部保護カバー１８及び操作部２２が露出した状態となる。記録
部保護カバー１８は、装置本体１２に対して開いた状態（図示せず）と閉じた状態（図２
参照）とを取り得る。記録部保護カバー１８が装置本体１２に対して開いた状態にある場
合、ユーザーは装置本体１２に設けられた後述する記録部３２にアクセス可能となる。
【００２７】
　また、操作部２２は、プリンター１０を操作するための電源ボタンや印刷設定ボタン等
を備えて構成されている。媒体供給部カバー１６が装置本体１２に対して開いた状態にあ
る場合、ユーザーが操作部２２に対してアクセス可能となり、プリンター１０の操作をす
ることができる。
【００２８】
　さらに、装置本体１２の前面１２ｂには、排出部カバー２０が設けられている。排出部
カバー２０は、装置本体１２の前面１２ｂに回動可能に取り付けられている。排出部カバ
ー２０は、装置本体１２に対して開いた状態（図２参照）と、閉じた状態（図１参照）と
を取り得る。排出部カバー２０は、該排出部カバーが装置本体１２に対して開いた状態に
ある場合、装置本体１２の後述する「排出手段」としての排出部３４から記録が実行され
た媒体をプリンター１０の前方に排出する。
【００２９】
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■■■媒体給送経路について■■■■■■■■■■■■■■■■■　
　次いで図３を参照しながらプリンター１０における媒体給送経路上の構成要素について
さらに詳説する。図３において紙面右側（装置背面側）が給送経路上流であり、紙面左側
（装置前面側）が給送経路下流となっている。
【００３０】
　給送経路上流側には、装置本体１２に対して開かれた状態の媒体供給部カバー１６（図
３一点鎖線部）の載置面１６ａから媒体を給送経路下流側に給送する媒体供給部２６が設
けられている。媒体供給部２６は、媒体開口部２８と、該媒体開口部に設けられた一対の
媒体ガイド３０と、媒体開口部２８から投入された媒体の少なくとも一部を支持する媒体
支持部３６と、該媒体支持部３６と対向する位置に設けられたピックアップローラー３８
と、戻しレバー４０とを備えている。
【００３１】
　媒体支持部３６は、図３において－Ｙ方向側に向かって下がり傾斜状に形成されている
。また、ピックアップローラー３８は、媒体支持部３６に載置された媒体に対して接離方
向に揺動可能に構成されている。また、ピックアップローラー３８は、「駆動用モーター
」としての第１駆動モーター４２（図６参照）から図示しない伝達機構を介して駆動力を
受けて回転する。ピックアップローラー３８は、媒体支持部３６に接近する方向に変位し
た際、媒体支持部３６に載置された最上位の媒体と接し、該最上位の媒体を給送経路下流
側に給送する。この際、次位以降の媒体は、戻しレバー４０により媒体支持部３６に戻さ
れ、次位以降の媒体が不用意に給送経路下流側に給送されることを防止する。
【００３２】
　媒体供給部２６の下流側には搬送部４４が設けられている。搬送部４４は、搬送駆動ロ
ーラー４６と、搬送従動ローラー４８とを備えている。搬送駆動ローラー４６は、搬送ロ
ーラー軸５０に一体に取り付けられ、「駆動用モーター」としての第２駆動モーター５２
（図６参照）により搬送ローラー軸５０とともに回転する。搬送部４４は、媒体供給部２
６から給送された媒体を搬送駆動ローラー４６と搬送従動ローラー４８との間でニップし
て搬送方向下流側に搬送する。搬送部４４の下流側には記録部３２が設けられている。
【００３３】
　記録部３２は、キャリッジ５４と、該キャリッジの底部に設けられた「記録手段」を構
成する記録ヘッド５６と、該記録ヘッドに対向し、媒体を支持する支持部としての下部案
内部材すなわちプラテン５８とを備えている。記録ヘッド５６は、プラテン５８に支持さ
れた媒体と対向する。キャリッジ５４は、装置本体１２内部に設けられた制御部（図示せ
ず）により制御される第３駆動モーター６０（図９参照）によって主走査方向（図３の紙
面表裏方向すなわちＸ軸方向）に往復動する様に駆動される。また、プラテン５８は、媒
体を下方から支持することにより、媒体の記録面と記録ヘッド５６のヘッド面との間の距
離（ギャップ）を規定する。
【００３４】
　記録部３２の搬送方向下流側には、排出部３４が設けられている。排出部３４は、排出
ローラー６２を備えている。記録部３２で記録が実行された媒体は、排出ローラー６２に
より排出部３４の下流側すなわち装置前方に向けて排出される。
【００３５】
■■■バッテリーについて■■■■■■■■■■■■■■■■■　
　次いで、図１、図３ないし図９を参照して本実施例に係るバッテリー２４について詳説
する。図５を参照するに、プリンター１０は装置本体１２の上面（図５における＋Ｚ方向
側）と背面（図５における＋Ｙ方向側）とが成す角部に切り欠き部６４が形成されている
。図４と図５に示す様にバッテリー２４は、切り欠き部６４に対して着脱可能に取り付け
られている。
【００３６】
　バッテリー２４が切り欠き部６４に取り付けられた状態において、バッテリー２４の上
面２４ａは、装置本体１２の上面１２ａと面一になる。このため、バッテリー２４の上面
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２４ａは、装置本体１２の上面１２ａの一部を成している。また、バッテリー２４の側面
２４ｂは、装置本体１２の背面１２ｃと面一になる。このため、バッテリー２４の側面２
４ｂは、装置本体１２の背面１２ｃの一部を成している。
【００３７】
　このため、前面１２ｂを手前にした状態でプリンター１０を上側から視認しても、切り
欠き部６４即ちバッテリー２４の取付部位を視認することができ、バッテリー２４の着脱
作業を行うことができる。即ち、バッテリー２４の着脱に際して背面１２ｃを手前にすべ
く装置を回転させる必要がなく、これによってバッテリー２４の着脱作業をより一層容易
に行うことができる。さらに、バッテリー２４が装置本体１２に入り込んだ状態となる為
、装置全体がより小型化されて、携帯性が良好となる。
【００３８】
　また、バッテリー２４の装置本体１２に対する装着状態において、当該バッテリー２４
の上面２４ａと装置本体１２の上面１２ａとが面一であるので、装置本体１２の上面１２
ａに段差が形成されない。このため、プリンター１０の携帯性及び美観を向上させること
ができる。
【００３９】
　また、バッテリー２４の装置本体１２に対する装着状態において、当該バッテリー２４
の側面２４ｂと装置本体１２の背面１２ｃとが面一であるので、背面１２ｃに段差が形成
されないことで、プリンター１０の携帯性及び美観を向上させることができる。
【００４０】
　また、バッテリー２４は、図４に示すように装置本体１２の幅方向であるＸ軸方向にお
いて装置本体１２の中央部に配置されている。このため、プリンター１０においてＸ軸方
向における装置全体の重量バランスが良好となり、プリンター１０の携帯性が向上する。
【００４１】
　また、バッテリー２４は、リチウムイオン電池等の公知の電池であり、図示しないアダ
プター等により充電可能に構成されている。また、バッテリー２４は、公知のロック機構
（不図示）のロック解除を行うロック解除つまみ６６を備えている。バッテリー２４は、
装置本体１２の切り欠き部６４に取り付けられた際、上記ロック機構によってロックされ
る。そしてロック解除つまみ６６をスライドさせることによりロック解除できる。
【００４２】
　また、図６及び図９を参照するに、バッテリー２４は、Ｘ軸方向においてピックアップ
ローラー３８を駆動させる第１駆動モーター４２と、搬送駆動ローラー４６を駆動させる
第２駆動モーター５２との間に配置されている。この様にＸ軸方向においてバッテリー２
４の両側に第１駆動モーター４２及び第２駆動モーター５２が配置されているので、プリ
ンター１０においてＸ軸方向における装置全体の重量バランスが良好となり、プリンター
１０の携帯性を向上させることができる。
【００４３】
■■■回路基板について■■■■■■■■■■■■■■■■■　
　続いて、装置本体１２に設けられた回路基板７４とバッテリー２４との関係について説
明する。図５及び図６を参照するに切り欠き部６４は、フレーム６８を備えている。フレ
ーム６８は、装置本体１２に取り付けられた際、切り欠き部６４においてバッテリー２４
と対向する面を形成している。また、図６及び図７に示すように装置本体１２は上部フレ
ーム７０と下部フレーム７２とを備えている。切り欠き部６４を構成するフレーム６８は
、装置本体１２を構成する上部フレーム７０及び下部フレーム７２と別部材として構成さ
れている。
【００４４】
　図８を参照するに装置本体１２は、その内部に複数の電子部品が実装された回路基板７
４を備える。回路基板７４は、その上面から＋Ｚ方向に所定量以上突出する複数の電子部
品７６を備えている。また、回路基板７４は装置本体１２内部において図６におけるＸＹ
平面に沿って延設されている。そして、再度図３を参照するに回路基板７４は、図３にお
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けるＺ軸方向においてバッテリー２４の－Ｚ方向（下側）に配置されている。
【００４５】
　さらに、回路基板７４は図３に示すようにＹ軸方向においてバッテリー２４の下側から
装置前面側（－Ｙ方向側）に向かって延びている。また、回路基板７４に実装された電子
部品のうち回路基板７４の上面から所定量以上突出する電子部品７６は、Ｙ軸方向におい
て、回路基板７４の－Ｙ方向側である装置前面寄りの位置に配置されている。このため、
電子部品７６は、Ｚ軸方向における占有領域がバッテリー２４の占有領域と重なっている
。
【００４６】
　また、図３に示すようにＹ軸方向においてバッテリー２４の－Ｙ方向側には、－Ｙ方向
側に向かって下がり傾斜状に形成されている媒体支持部３６が位置している。回路基板７
４の装置前面寄りに配置された電子部品７６は、媒体支持部３６の下側に形成された領域
（デッドスペースとなる）に配置されている。
【００４７】
　回路基板７４に実装された複数の電子部品のうち回路基板７４から上方に所定量以上突
出する電子部品７６が、Ｙ軸方向においてバッテリー２４に対して装置前面寄りの位置で
、Ｚ軸方向における占有領域がバッテリー２４の占有領域と重なる様に配置されているの
で、回路基板７４において所定量以上突出する電子部品７６を、効率的に配置することが
できる。このため、装置の高さ寸法が大きくなることを抑制できる。
【００４８】
　また、給送前の媒体の少なくとも一部を支持する媒体支持部３６は、－Ｙ方向に向かっ
て下がり傾斜状を成すので、当該媒体支持部３６の下側には空き領域が生まれる。そして
この空き領域に、回路基板７４から所定量以上突出する電子部品７６が配置されるので、
前記空き領域を有効利用することで、装置全体の小型化に寄与することができる。
【００４９】
　また、図３及び図６に示すように回路基板７４がバッテリー２４の下側に配置されてい
る。そして切り欠き部６４を構成するフレーム６８を装置本体１２から取り外すと、回路
基板７４が装置本体１２の外側からアクセス可能となる。
【００５０】
　切り欠き部６４においてバッテリー２４と対向する面を形成するフレーム６８が、少な
くとも装置本体１２の上面１２ａ及び背面１２ｃを形成する上部フレーム７０と別部材で
ある。このため、バッテリー２４の下側に配置された回路基板７４及びその周囲にアクセ
スすることが容易となり、回路基板７４まわりの配線作業を行うに際して作業性が向上す
る。
【００５１】
　また、図３及び図９を参照するに、Ｚ軸方向においてバッテリー２４の下側には、イン
ク貯留部７８が設けられている。インク貯留部７８は、記録ヘッド５６のクリーニングを
実行した際に記録ヘッド５６から吐出されたインク及び媒体への縁なし印刷時に打ち捨て
られたインクを回収手段（図示せず）を介して貯留する。
【００５２】
　上記説明をまとめると本実施例におけるプリンター１０は、装置本体１２と、記録ヘッ
ド５６により記録の行われた媒体を排出する排出部３４と、装置本体１２の上面に着脱可
能に設けられ、装着状態において装置本体１２の上面１２ａの一部を成すバッテリー２４
と、を備える。　
　より詳しくは、本実施例では、装置本体１２の周囲を構成する装置前面１２ｂに対し反
対側の面である装置背面１２ｃの側から装置前面１２ｂの側に向けて搬送される媒体に対
し記録を行う記録ヘッド５６を備える記録部３２と、記録ヘッド５６により記録の行われ
た媒体を装置前面１２ｂ側から排出する排出部３４と、装置本体１２の上面１２ａと背面
１２ｃとが成す角部に形成された切り欠き部６４と、該切り欠き部６４に着脱可能に設け
られ、装着状態において装置本体１２の上面１２ａの一部及び背面１２ｃの一部を成すバ
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ッテリー２４とを備える。
【００５３】
　また、給送前の用紙の少なくとも一部を支持する、用紙給送方向に向かって下がり傾斜
状を成す媒体支持部３６を備え、記録ヘッド５６とバッテリー２４との間に媒体支持部３
６が配置されている。
【００５４】
　また、複数の電子部品が実装された回路基板７４を備え、複数の電子部品のうち少なく
とも一部が、媒体支持部３６とバッテリー２４との間に位置する。
【００５５】
　バッテリー２４の装置本体１２に対する装着状態において、当該バッテリー２４の上面
２４ａと装置本体１２の上面１２ａとが面一である。また、バッテリー２４の装置本体１
２に対する装着状態において、当該バッテリー２４の側面２４ｂと装置本体１２の背面１
２ｃとが面一である。
【００５６】
　装置本体１２の周囲を構成する、装置前面及び装置背面に対し交差する面を成す装置右
側面からその反対側の装置左側面に向かう方向であるＸ軸方向において、バッテリー２４
は装置本体１２の中央部に配置されている。また、装置本体１２は少なくとも２つの駆動
用モーターである第１駆動モーター４２及び第２駆動モーター５２を備える。第１駆動モ
ーター４２及び第２駆動モーター５２は、Ｘ軸方向においてバッテリー２４の両側に配置
されている。
【００５７】
　また回路基板７４は、バッテリー２４の下側に、バッテリー２４の下面（Ｘ－Ｙ平面に
略平行）に沿った姿勢（即ち、Ｘ－Ｙ平面に略平行）で配置され、回路基板７４は、バッ
テリー７４の下側から記録ヘッド５６の側（Ｙ－方向）に向かって延びる大きさを成して
いる。そして複数の電子部品のうち回路基板７４から上方に所定量以上突出する電子部品
７６が、回路基板７４の平面方向においてバッテリー２４の下側を避けた位置で、装置高
さ方向における占有領域がバッテリー２４の占有領域と重なる様に配置されている。
【００５８】
　換言すれば、回路基板７４は、装置本体１２においてＸ軸方向と、装置前面から装置背
面に向かう方向であるＹ軸方向と、を含むＸＹ平面に沿った姿勢で、バッテリー２４の下
側に配置されている。Ｙ軸方向において回路基板７４は、バッテリー２４の下側から装置
前面の側に向かって延びる大きさを成している。前記複数の電子部品のうち回路基板７４
から上方に所定量以上突出する電子部品７６が、Ｙ軸方向においてバッテリー２４に対し
装置前面寄りの位置で、Ｚ軸方向における占有領域がバッテリー２４の占有領域と重なる
様に配置されている。
【００５９】
　記録部３２がインクを吐出するインクジェット記録ヘッド５６を備えて構成されている
。
また、バッテリー２４の下部に、インクジェット記録ヘッド５６から打ち捨てられたイン
クを貯留するインク貯留部７８を備える。
【００６０】
　Ｙ軸方向においてバッテリー２４に対し装置前面寄りの位置に、給送前の媒体の少なく
とも一部を支持する、－Ｙ方向（用紙給送方向）に向かって下がり傾斜状を成す媒体支持
部３６を備える。回路基板７４から所定量以上突出する電子部品７６が、媒体支持部３６
の下側に形成された領域に配置されている。　
　また、切り欠き部６４においてバッテリー２４と対向する面を形成するフレーム６８が
、少なくとも装置本体１２の上面１２ａ及び装置背面１２ｃを形成する上部フレーム７０
と別部材である。
【００６１】
　また、本実施形態では本発明に係るバッテリー２４を記録装置の一例としてのインクジ
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　ここで、液体噴射装置とは、インクジェット式記録ヘッドが用いられ、該記録ヘッドか
らインクを吐出して被記録媒体に記録を行うプリンター、複写機及びファクシミリ等の記
録装置に限らず、インクに代えてその用途に対応する液体を前記インクジェット式記録ヘ
ッドに相当する液体噴射ヘッドから被記録媒体に相当する被噴射媒体に噴射して、前記液
体を前記被噴射媒体に付着させる装置を含むものである。
【００６２】
　液体噴射ヘッドとして、前記記録ヘッドの他に、液晶ディスプレー等のカラーフィルタ
ー製造に用いられる色材噴射ヘッド、有機ＥＬディスプレーや面発光ディスプレー（ＦＥ
Ｄ）等の電極形成に用いられる電極材（導電ペースト）噴射ヘッド、バイオチップ製造に
用いられる生体有機物噴射ヘッド、精密ピペットとしての試料噴射ヘッド等が挙げられる
。
【００６３】
　尚、本発明は上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲
内で、種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることは言
うまでもない。　
　例えば、上記実施例ではバッテリー２４を、装置本体１２の上面１２ａと背面１２ｃと
に渡って設けたが、これに限られず、例えば上面１２ａのみに切り欠きを設け、そこに配
置しても良い。即ち、バッテリー２４が装着状態において装置本体１２の背面１２ｃを構
成しなくても良い。
【符号の説明】
【００６４】
１０　プリンター、１２　装置本体、１２ａ、２４ａ　上面、１２ｂ　前面、
１２ｃ　背面、１６　媒体供給部カバー、１６ａ　載置面、１８　記録部保護カバー、
２０　排出部カバー、２２　操作部、２４　バッテリー、２４ｂ　側面、
２６　媒体供給部、２８　媒体開口部、３０　媒体ガイド、３２　記録部、３４　排出部
、
３６　媒体支持部、３８　ピックアップローラー、４０　戻しレバー、
４２　第１駆動モーター、４４　搬送部、４６　搬送駆動ローラー、
４８　搬送従動ローラー、５０　搬送ローラー軸、５２　第２駆動モーター、
５４　キャリッジ、５６　記録ヘッド、５８　プラテン、６０　第３駆動モーター、
６２　排出ローラー、６４　切り欠き部、６６　ロック解除つまみ、６８　フレーム、
７０　上部フレーム、７２　下部フレーム、７４　回路基板、７６　電子部品、
７８　インク貯留部
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